
 

福
井
県
条
例
第 

 
 

号 

福
井
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
案
） 

令
和
二
年
七
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
福
井
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
の
月
額
は
、
福
井
県
特
別
職
の
職
員

の
給
与
お
よ
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
福
井
県
条
例
第
三
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
例
別
表
第
一
に

定
め
る
議
員
報
酬
の
月
額
か
ら
当
該
議
員
報
酬
の
月
額
に
百
分
の
十
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
条
例
第
二
条

の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
期
末
手
当
の
額
の
算
定
基
礎
と
な
る
議
員
報
酬
の
月
額
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

提
案
理
由 

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大
を
受
け
、
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
を
減
額
し
、
感
染
症
対
策
に
必
要
な
施
策
の
財
源
に
充
当

す
る
た
め
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
。 

 


